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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
交
付
な
ど
の
夜
間
窓

口
の
ご
案
内

◆
６
月
の
開
設
日

　
６
月
９
日
㈭
、
23
日
㈭

　

午
後
５
時
15
分
～
午
後
７
時　

◆
受
付
業
務

 
・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付

 

・
電
子
証
明
書
の
更
新

 

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
暗
証
番

　

号
再
設
定

◆
問
い
合
わ
せ

　

町
住
民
保
健
課
住
民
グ
ル
ー
プ

　
（
窓
口
①
番
）

　

☎
�
７
５
０
９

在
宅
で
介
護
さ
れ
て
い
る
家
族
に
介

護
用
品
給
付
券
を
支
給

町
で
は
要
介
護
４
、５
に
認
定

さ
れ
た
方
を
在
宅
で
介
護
さ
れ

て
い
る
ご
家
族
に
対
し
、
紙
お

む
つ
や
尿
と
り
パ
ッ
ド
、
ド
ラ

イ
シ
ャ
ン
プ
ー
な
ど
の
介
護
用

品
を
購
入
で
き
る
給
付
券
を
支

給
し
て
い
ま
す
。

次
の
①
～
③
の
全
て
に
該
当
さ

れ
る
方
は
町
福
祉
課
（
窓
口
⑥

番
）
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
対　

象

①
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
で
要
介

護
４
、５
に
認
定
さ
れ
、
長
期
入

院
、
介
護
保
険
施
設
に
入
所
し
て

い
な
い
方

②
介
護
す
る
ご
家
族
が
住
民
税
非
課

税
世
帯

③
介
護
す
る
ご
家
族
が
町
税
な
ど
の

滞
納
が
な
い
世
帯

◆
給
付
額

月
額
６
２
５
０
円
（
上
限
額
）

◆
持
ち
物

印
鑑
、
介
護
保
険
被
保
険
者
証

◆
申
請
先
・
問
い
合
わ
せ

町
福
祉
課

高
齢
者
・
介
護
・
医
療
グ
ル
ー
プ

　
（
窓
口
⑥
番
）

☎
�
７
５
０
７

令
和
４
年
６
月
か
ら
児
童
手
当
制
度

が
一
部
変
更
に
な
り
ま
す

①
特
例
給
付
の
支
給
に
係
る
所
得
上

　
限
額
が
設
け
ら
れ
ま
す

　
　

令
和
４
年
10
月
支
給
分
（
令
和　

　
４
年
６
月
～
９
月
分
）
か
ら
児
童

　

を
養
育
し
て
い
る
方
の
所
得
が
上

　

限
限
度
額
以
上
の
場
合
、手
当（
児

　

童
手
当
・
特
例
給
付
）
は
支
給
さ

　

れ
ま
せ
ん
。

②
現
況
届
の
提
出
が
原
則
不
要
に
な

　
り
ま
す

　
　

毎
年
６
月
に
提
出
し
て
い
た
現

　

況
届
が
原
則
不
要
に
な
り
ま
す
。

く
ら
し

6
ま ち の i n

f o m a t i o
n

月
June

第
14
回
初
夏
祭
の
ん
の
さ
ん
の
縁
日

　
　

初
夏
を
楽
し
む
イ
ベ
ン
ト

で
す
。
夏
を
先
取
り
、
み
ん
な
で

盛
り
上
が
り
ま
し
ょ
う
！
会
場

内
で
は
新
型
コ
ロ
ナ
対
策
に
ご

協
力
願
い
ま
す
。

◆
日　

時

　

6
月
25
日
㈯

　

午
後
１
時
～

　

6
月
26
日
㈰

　

午
前
10
時
～

◆
場　

所　
　

　

大
聖
寺
境
内
（
継
立
5
番
地
1
）

　

※
少
雨
決
行
で
す
。

◆
内　

容

・
ピ
エ
ロ
の
ぐ
っ
ち
、
キ
リ
ガ
ミ
ス

ト
千
陽
、
ト
イ
シ
ア
タ
ー
、
お
え

か
き
っ
こ
み
ゆ
の
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス

・
「
る
み
る
み
」
も
の
ま
ね
ラ
イ
ブ

・
み
の
り
太
鼓
、
民
謡
の
郷
土
芸
能

・
ス
テ
ー
ジ
ゲ
ー
ム
（
景
品
あ
り
）、

豪
華
景
品
が
当
た
る
大
抽
選
会

・
初
日
の
締
め
に
バ
ン
ド
ラ
イ
ブ

・
２
日
目
の
正
午
か
ら
も
ラ
イ
ブ
を

開
催

◆
問
い
合
わ
せ

　

大
聖
寺

　

☎
�
２
１
０
８

※
一
部
の
受
給
者
に
つ
い
て
は
、
引

　

き
続
き
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で

　

す
の
で
、
対
象
の
方
に
は
町
か
ら

　

提
出
案
内
を
送
付
し
ま
す
。
現
況

　

届
の
提
出
が
な
い
場
合
は
６
月
分

　

以
降
、手
当
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

◆
問
い
合
わ
せ

　

町
福
祉
課

　

福
祉
・
子
育
て
グ
ル
ー
プ

　

☎
�
２
２
２
２

６
月
１
日
よ
り
ク
ー
ル
ビ
ズ

町
職
員
が
、
ノ
ー
ネ
ク
タ
イ
や

半
袖
シ
ャ
ツ
な
ど
の
過
ご
し
や

す
い
服
装
で
の
軽
装
勤
務
を
励

行
し
ま
す
。

◆
励
行
期
間

６
月
１
日
㈬
～
９
月
30
日
㈮

◆
問
い
合
わ
せ

町
総
務
課
総
務
グ
ル
ー
プ

☎
�
１
１
１
１

６
月
は
「
外
国
人
労
働
者
問
題
啓
発

月
間
」
で
す

　
　

外
国
人
は「
ル
ー
ル
を
守
っ
て
」　

　

適
正
に
雇
用
し
ま
し
ょ
う
。

①
雇
い
入
れ
る
前
に
、
就
労
が
認
め

　

ら
れ
る
か
在
留
資
格
を
確
認
し
て　

　

く
だ
さ
い
。

②
外
国
人
の
雇
い
入
れ
と
離
職
は
、

　

必
ず
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
届
け
出
て

催

し

※
予
備
講
習
を
受
講
さ
れ
な
く
て

も
、
狩
猟
免
許
試
験
は
受
験
で
き

ま
す
。

※
狩
猟
免
許
試
験
に
合
格
し
、
猟
友

会
栗
山
支
部
に
入
会
さ
れ
る
方

は
、
狩
猟
免
許
申
請
手
数
料
や
予

備
講
習
料
な
ど
の
全
額
が
助
成

さ
れ
ま
す
。
詳
し
く
は
、
町
産
業

振
興
課
（
☎
�
７
５
１
５
）
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

無
料
法
律
相
談

◆
日　

時

　

6
月
17
日
㈮　

　

午
後
1
時
～
4
時

◆
場　

所

　

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー「
し
ゃ
る
る
」

◆
内　

容

　

札
幌
弁
護
士
会
所
属
事
務
所
に
よ

る
30
分
程
度
の
法
律
相
談

◆
申
込
方
法

　

事
前
に
電
話
で
予
約

◆
相
談
料

　

無
料
（
定
員
6
人
）

◆
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ

　

町
社
会
福
祉
協
議
会

　

☎
�
1
３
２
２

　

く
だ
さ
い
。

③
労
働
保
険
・
社
会
保
険
な
ど
の
加

　

入
を
は
じ
め
適
正
な
雇
用
管
理
を

　

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
夕
張

　

☎
０
１
２
３
�
４
４
１
１

　

岩
見
沢
労
働
基
準
監
督
署

　

☎
０
１
２
６
㉒
４
４
９
０

栗
山
消
費
者
協
会

ガ
レ
ー
ジ
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
開
催

◆
日　

時

　
６
月
10
日
㈮
、
11
日
㈯

　

午
前
10
時
～
午
後
１
時

※
屋
外
の
た
め
、
雨
天
中
止
で
す
。

◆
場　

所

　

勤
労
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

◆
内　

容

　

衣
類
、
雑
貨
、
食
器
な
ど
の
リ
サ

イ
ク
ル
販
売

※
新
型
コ
ロ
ナ
対
策
と
買
い
物
袋
の

ご
持
参
に
ご
協
力
願
い
し
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ

　

栗
山
消
費
者
協
会　

山
本

　
０
９
０
（
２
０
５
８
）
５
７
０
２

相

談

令
和
４
年
度
狩
猟
免
許
試
験

【
狩
猟
免
許
試
験
】

◆
日　

時

　
８
月
７
日
㈰　

午
前
９
時
～

◆
場　

所

　

空
知
総
合
振
興
局

◆
受
付
期
間
（
定
員
40
名
）

　
６
月
22
日
㈬
～
７
月
22
日
㈮

◆
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ

　

空
知
猟
政
協
議
会

　

☎
・
FAX
０
１
２
６
㉔
１
１
１
１

【
狩
猟
免
許
試
験
予
備
講
習
】

◆
日　

時

　

７
月
31
日
㈰　

　

午
前
９
時
～
午
後
４
時
半

◆
場　

所

　

岩
見
沢
市
民
会
館「
ま
な
み
ー
る
」

◆
受
講
料

　
８
２
５
０
円
～
１
万
３
７
５
０
円

※
受
講
料
の
詳
細
に
つ
い
て
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
受
付
期
間

　
６
月
16
日
㈭
～
７
月
21
日
㈭

　
（
午
前
９
時
半
～
午
後
４
時
半
）

◆
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ

　

空
知
猟
政
協
議
会

　

☎
０
１
２
６
㉔
１
１
１
１

※
電
話
対
応
は
、
火
・
木
曜
日
の
み

で
す
。

く
ら
し

催
　
し

試
　
験

相
　
談

【日　時】【日　時】　　66 月月 11 11 日㈯   14：00 ～日㈯   14：00 ～
【場　所】【場　所】　栗夢広場（旧栗山小学校グラウンド）　栗夢広場（旧栗山小学校グラウンド）

　　　　　　「備えあれば憂いなし」　　　　　　「備えあれば憂いなし」
栗山消防団春季連合消防演習栗山消防団春季連合消防演習

見学自由

試

験

水道メーターの交換について（取換費用：無料）

【問い合わせ】
  町上下水道課　☎ 73-7514

みんなの

水 道水 道
　ご家庭に設置された水道メーターはその精度
を確保するため、8 年に一度新しいメーターに
交換する必要があります（計量法で規定）。
　交換の対象となるご家庭には、町指定水道工
事業者から「水道メーター交換のお知らせ」が届
きます。交換作業中は一時的に水を停止します
ので、ご協力をお願いします。

参議院選挙（7 月予定）

選挙事務を行う会計年度任用職員を募集。
申込期限は 6 月 8 日㈬までです。
   詳しくはホームページをご覧ください

投票所事務従事者投票所事務従事者

 ＼ 募集 ／

  【問い合わせ】
　町選挙管理委員会  ☎ 72-1362
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陸・海・空　自衛官募集 【問い合わせ】
  札幌地方協力本部恵庭地域事務所
  ☎ 0123-34-5438

　　
① 7 月 1 日㈮～ 9 月 16 日㈮
② 9 月 26 日㈪～ 10 月 2 日㈰
　 いずれか 1 日

予備自衛官補採用試験予備自衛官補採用試験
　　
① 7 月 1 日㈮～ 9 月 5 日㈪
② 9 月 15 日㈭～ 17 日㈯
　いずれか 1 日

一般曹採用試験一般曹採用試験
　　
① 6 月 1 日㈬～ 16 日㈭
② 6 月 25 日㈯
※大卒程度：22 ～ 26 歳未満が対象
　大学院卒：20 ～ 28 歳未満が対象

一般、歯科・薬剤科一般、歯科・薬剤科
　　　　幹部候補生採用試験　　　　幹部候補生採用試験

　　
【①受付期間　②試験日】

　　※その他、年齢や必要資格などはお問い合わせください。

  広告

届け出が必要なとき 異動の内容 持参するもの

20 歳になってから 2 週間程度経過し
ても「国民年金加入のお知らせ」が届
かない場合（厚生年金加入者を除く）

第 1 号被保険者になります ・本人確認できるもの
　（免許証、健康保険証など）

退職したとき
（厚生年金を喪失した場合）

第 2 号被保険者から第 1 号被
保険者になります（第３号被
保険者に該当する場合を除く）

・年金手帳または基礎年金番
　号通知書
・退職日が証明できるもの　  
 （離職票、健康保険資格喪失
　 証明書など）

配偶者に扶養されていたが、
・配偶者が退職したとき
・扶養から外れたとき

第 3 号被保険者から第 1 号
被保険者になります

・年金手帳または基礎年金番号
　通知書
・健康保険の資格喪失日および
　被扶養者であることが証明で
　きるもの（離職票、健康保険
　資格喪失証明書など）

　　20 歳以上 60 歳未満の全ての方は、国民年金への加入が法律で義務付けられています。届け出
は加入時だけでなく、被保険者種別が変わったときにも必要です。もし届け出されなかった場合、
年金受給額の減少や年金自体を受け取れない場合もあります。必ず届け出をしましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【問い合わせ】　町住民保健課国保グループ　☎ 73-7508

こんなときには…
の届け出が必要です国 民 年 金

◆操作手順
①リモコンの 8 ボタンを押して、
　ＵＨＢ（北海道文化放送）にチャ
　ンネルを変えてください。
②リモコンのｄボタンを押してく
　ださい。
③リモコンの黄色ボタンを押して
　ください。
④リモコンの上下ボタンで見たい　
　記事を選んでください。

〇 町内の行事・イベント情報
〇 災害・緊急情報
〇 新型コロナウイルス関連情報
　（町内の感染者数、ワクチン接種状況）　など

【主な配信内容】

町の最新情報を配信中

ネットがなくてもネットがなくても閲覧可能！閲覧可能！

まちの情報をまちの情報を手軽にチェック！手軽にチェック！

d

　住民の相談相手として、国の仕事に関する
苦情や要望を受け付け、その解決を図る行政
相談業務を行います。行政相談委員は総務大
臣から委嘱を受けた民間有識者です。

　【問い合わせ】町総務課広報・防災・情報グループ　☎ 73-7501

令和 4 年度
行政相談日程（予定）

月日 時間 場所

                 7 月 12 日 ㈫

10：00
     ～
12：00

総合福祉センター
「しゃるる」

                 9 月 　13 日 ㈫

       10 月 23 日 ㈰ 南部公民館

  11 月   8 日 ㈫

総合福祉センター
「しゃるる」   1 月 10 日 ㈫

    3 月 14 日 ㈫

行政相談って？行政相談って？

行行  政政  相相  談談  所所　 　 開設します開設します

行政相談委員：松本  俊哉さん（朝日 4）
☎ 72-4868　mail：hktoshi@gmail.com

相談日以外のメールや
電話での相談も受付し
ています。お気軽にご
連絡ください。

◀ 5 月に行った
　相談日の様子

　　データ放送データ放送「地デジ広報」「地デジ広報」


